
ホンモロコの産卵保護のため
すべての水産動物の採捕禁止

●禁止区域
瓜生川の目﨑橋下流端から天尾橋上流端まで

躰光寺川の躰光寺橋下流端から大橋上流端まで

山本川の西沢橋下流端から松原橋上流端まで

●禁止期間 令和５年4月1日から5月31日まで
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違反すると、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる場合があります

次の区域および期間においては、全ての水産動物の 採捕を
してはいけません。（滋賀県内水面漁場管理委員会指示）

滋賀県内水面漁場管理委員会
滋賀県農政水産部水産課
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伊庭内湖周辺（東近江市） 西の湖周辺（近江八幡市）


